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総会議事録（第７回） 

 

１ 開催日時 令和３年１０月２７日（水）１４時００分～ 

２ 開催場所 第８会議室 

３ 出席委員（３２名） 

○農業委員（１５名） 

会  長    １１番 田添 利弘  

1番 城山 正巳  ２番 浅井 和巳  ３番 山口 明美  ４番 渡邉 重徳  

   ５番 田川 康浩  7番 山口 光則  ８番 吉﨑 邦幸 １０番 松下 善光  

  １２番 髙見  健 １３番 渡邊 和秋 １４番 冨岡 勝真 １５番 寺坂 哲郎  

  １６番 川本 康代 １８番 山口 和夫  

   

○農地利用最適化推進委員（１７名） 

１番 原  正人  ２番 平山 清孝  ４番 小川 國治  ５番 井上 秀明   

  ６番 福田 文夫  ７番 林  敏弘  ８番 一瀬  晃  ９番 山浦 弘之  

 １０番 川副 博司 １１番 山上  傳 １２番 井本 忠之 １３番 上野祐太郎  

 １４番 瀬戸口裕子 １５番 森  良広 １６番 野田 善則 １７番 鳥越  優  

 １９番 児玉 賢治 

 

４ 欠席委員 

○農業委員（３名）            ９番 朝長 洋子 １７番 山田 武人  

１９番 山道喜久美 

○農地利用最適化推進委員（２名）     ３番 渡辺 和久 １８番 梶原  茂  

                  

５ 議  題 報告第１号 農地法第１８条第６項（合意解約）の規程による通知報告の件 

       報告第２号 農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合意解約の件 

第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の件 

第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請の件 

第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の件 

第４号議案 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の件 

第５号議案 農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件 

第６号議案 農地中間管理事業による農用地利用集積計画作成の件 

第７号議案 農地中間管理事業による農用地利用配分計画作成の件 

 

６ 事 務 局 局長 平地 俊夫 

課長補佐 西浦 公治 

職員 田代 哲也 中野 孝亮 梶原 良太 

   



 

２ 

 

１ 開会 

○事務局長 

ただいまから「令和３年度第７回農業委員会定例総会」を開会いたします。 

 

２ 会長挨拶 

  

３ 議事録署名人指名 

○会長 

それでは、総会の定足数について、事務局より報告をお願いします。 

 

○事務局長 

本日の出席委員は、定足数に達しております。 

９番農業委員、１７番農業委員、１９番農業委員、３番推進委員、１８番推進委員から欠

席の届出、７番推進委員と１２番推進委員から遅刻の連絡があっております。 

 

○会長 

次に、本日の議事録署名人を、８番農業委員、１３番農業委員にお願いします。 

 

４ 議事 

○議長 

それでは、１ページ、報告第１号「農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知

報告の件」を議題とします。事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局 

報告第１号「農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告の件」、１番鈴田 

小川内町の農地、地目 畑、合計面積６，２６１㎡です。賃貸人及び賃借人は記載のとおり

で、解約理由は、双方による合意解約です。この案件は、第６号議案、３５番鈴田、第７号

議案２１番鈴田と関連があります。 

 

２番竹松 黒丸町の農地、地目 田 現況は畑、面積１，３１０㎡です。使用貸人及び使

用借人は記載のとおりで、解約理由は、双方による合意解約です。 

 

３番福重 立福寺町の農地、地目 田、合計面積４，３３６㎡です。賃貸人及び賃借人は

記載のとおりで、解約理由は、双方による合意解約です。この案件は、第６号議案、３７番

福重、第７号議案２２番福重と関連があります。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 



 

３ 

 

＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

それでは次に、２ページ、報告第 2号「農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合

意解約の件」を議題とします。事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局 

報告第 2号「農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合意解約の件」、１番鈴田、

小川内町の農地、地目 畑、合計面積６，２６１㎡です。賃貸人及び賃借人は記載のとおり

で、解約理由は、双方による合意解約です。この案件は、第６号議案、３５番鈴田、第７号

議案２１番鈴田と関連があります。 

 

２番竹松 黒丸町の農地、地目 田 現況は畑、面積１，３１０㎡です。賃貸人及び賃借

人は記載のとおりで、解約理由は、双方による合意解約です。 

 

○議長 

ただ今の報告に、ご意見等ありませんか。 

 

＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

それでは次に、３ページ、第１号議案「農地法第 3条の規定による許可申請の件」を議題

とします。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 第１号議案「農地法第 3条の規定による許可申請の件」1番鈴田、陰平町の農地、地目 

田、面積１，２７４㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。 

本件は、当該地を以前から耕作していた譲受人が取得するものであります。誓約書による

と、水稲を栽培する計画で、反当り４８０ｋｇの収穫見込みとなっています。 

 

○議長 

それでは、1番について、鈴田地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは長年、譲受人が耕作をしていて、譲り渡し人も高齢ということで引き取ってもらっ

たような格好です。譲受人も農業をされていて、全く問題はないかと思います。ご審議をお

願いします。 

  

○議長 



 

４ 

 

1番鈴田について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、1番鈴田は許可すること

とします。 

次に、４ページ、第２号議案、「農地法第４条の規定による許可申請の件」を議題とします。

お諮りします。１番西大村を議題としますが、本案件は５ページ第３号議案「農地法第５条

の規定による許可申請の件」５番西大村と隣接地で、申請人と譲渡人が同一人物であります

ので、一括して審議することにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、１番西大村、第３号議案５番西大村は、一括して審議すること

とします。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第２号議案、「農地法第４条の規定による許可申請の件」 

１番西大村、松山町の農地、地目 畑、面積５５㎡、申請者は記載のとおりです。本件

は、申請者が駐車場及び小型物置を設置するため転用申請をするものです。場所は、都市計

画区域内、農振外の第３種農地です。被害防除計画では、現状のまま利用するとなっていま

す。雨水は既存の水路に放流し、汚水・生活雑排水は発生しないとなっています。周辺には

農地はありません。資金については、預金通帳の写しを確認しております。 

第３号議案、「農地法第５条の規定による許可申請の件」 

５番西大村、松山町の農地、地目 畑、面積 ２６０㎡、併用地を含めた全体面積 ２７

２．５１㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。契約は売買です。本件は、住宅１棟及

び進入路を建設するものです。場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、現状のまま利用するとなっています。雨水排水は既存の水路に放流し、

汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続するとなっています。周辺には農地はありません。資

金については、保証会社の事前審査回答についてを確認しております。 

 

○議長 

それでは、１番及び第３号議案５番について、西大村地区農業委員・推進委員、補足説明

をお願いします。 

 

○委員 

 先日、農業委員、推進委員で現場を確認に行って参りました。先ほど説明がありましたよ



 

５ 

 

うに、周りは農地はもうなく、ほとんど家に囲まれたような状態で、ミカンの木が何本か、

植わってる状態で、問題はないとみんなで話して帰って参りました。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○議長 

１番西大村及び第３号議案５番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、1番西大村及び第３号議

案５番西大村は許可相当とします。 

続いて２番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

２番竹松、竹松本町の農地、地目 畑、合計面積４８５㎡のうち２２１．９５㎡、併用地

を含めた合計面積２７３．６３㎡、申請者は記載のとおりです。本件は、申請者が賃貸住宅

及び進入路を建設するため転用申請をするものです。場所は、都市計画区域内、農振外の第

３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．４５ｍ、転圧、整地、アスファルト舗装を施すとなっていま

す。雨水は既存の水路に接続し、汚水・生活雑排水は公共下水道へ接続するとなっていま

す。周辺には、西側に農地があります。資金については、残高証明書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、２番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 今、事務局が説明されました通りでございますが、周辺はもう宅地に囲まれて、1ヶ所、

農地はあるんですけど、本人さんの農地で、家庭菜園的なもので、進入路のすぐ横でござい

ました。周辺には何ら支障も、迷惑もかけないだろうと思っております。ご審議お願いいた

します。 

 

○議長 

２番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、２番竹松は許可相当とし



 

６ 

 

ます。 

続いて３番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

３番竹松、大川田町の農地、地目 畑 現況は宅地、面積２６㎡、申請者は記載のとおり

です。本件は、平成１２年の居宅建設時に、建物が農地に越境した部分の追認を受けるため

転用申請をするものです。なお、県からは簡易手続き相当の違反案件の基準に該当し、追認

許可相当と判断するとの通知があっています。 

県の簡易手続きの判断の根拠としましては３つありまして、一つ目は、転用目的が個人住

宅を建設したものの土地の境界線の誤認により、建物の一部が許可を受けていない農地に及

んだものということ、二つ目は、非農地化の原因が人為的なものであり、かつ２０年以上引

き続き非農地である土地であること、三つ目は、農地法第４条第６項各号に掲げる規定のい

ずれにも該当しないということであります。また、追認許可相当と判断に至ったその他の事

由として、違反による周辺農地の営農に支障がないことと、当初から申請していれば許可で

きた案件と判断されているという２つが挙げられています。場所は、都市計画区域内、農振

外の第３種農地です。被害防除計画では、現状のまま利用するとなっています。雨水は自然

流下、汚水・生活雑排水は公共下水道へ接続となっています。周辺には、南側に農地があり

ます。資金については、すでに建築済みのため発生しません。 

 

○議長 

それでは、３番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 今、事務局から説明があった通りですけども、この隣の農地というのも、もともとはこの

○○さんの土地であったところです。現状が、犬走と側溝が入ったままなんで、隣にも影響

を及ぼさないんじゃないかと思います。 

 

○議長 

３番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、３番竹松は許可相当とし

ます。 

続いて４番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

４番福重、今富町の農地、地目 田、合計面積１，０６８㎡のうち９０４．２㎡、申請者



 

７ 

 

は記載のとおりです。本件は、巨峰園の直売所及び来客、従業員用の駐車場を建設するため

転用申請をするものです。場所は、都市計画区域内、農振内農用地外の第３種農地です。被

害防除計画では、現状のまま利用するとなっています。雨水は既存の水路に放流し、汚水・

生活雑排水発生しないとなっています。周辺に隣接農地はありません。資金については、預

金通帳の写しを確認しております。 

 

○議長 

それでは、４番について、福重地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 場所等については、いま事務局からあった通りです。ここはブドウの直売所をされていま

す。それで駐車場等はちょっと手狭になったということで、それを広げようということで計

画をたてました。昨日みんなで見に行きましたが、何も問題はないということで見てきまし

た。皆さんご審議よろしくお願いします。 

 

○議長 

４番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、４番福重は許可相当とし

ます。 

続いて、５ページ、第３号議案、「農地法第５条の規定による許可申請の件」を議題とし

ます。１番大村、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

第３号議案、「農地法第５条の規定による許可申請の件」１番大村、赤佐古町の農地、地

目 畑、面積４３１㎡、贈与者及び受贈者は、記載のとおりです。契約は贈与です。 

本件は、受贈者が自己住宅を建築するため転用申請を提出するものです。場所は、都市計

画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．１～０．１５ｍ、切土０．２～０．３ｍ、防護柵を設けると

なっています。周辺には、西側以外は農地があります。雨水排水は既存の側溝に放流、汚

水、生活雑排水は公共下水道に接続するとなっています。資金については、融資予定証明書

を確認しております。 

 

○議長 

それでは、１番について、大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 



 

８ 

 

○委員 

 ただいま、事務局から説明があった通りでございます。ただ、隣接する土地が周りが、ち

ょっと高いので問題ないかと思いますけど、防護策を設けてきちんとされるということで

す。雨水排水も問題ないかと思います。皆様のご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長 

１番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、１番大村は、許可相当と

します。 

お諮りします。続いて、２番大村を議題としますが、本案件は８ページ第４号議案「農地

法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の件」１番大村と関連がありますので、一

括して審議することにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、２番大村、第４号議案１番大村は、一括して審議することとし

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

２番大村、赤佐古町の農地、地目 畑 現況は介在畑、面積４１０㎡、譲渡人及び譲受人

は、記載のとおりです。契約は売買です。 

本件は、当初転用者が昭和５１年３月２４日に転用の許可を受け、住宅を建設する予定で

した。その後、仕事や家庭の事情で転用を実行することができなくなった。現在も年金暮ら

しで住宅を建設する資力もなく、土地を管理することも難しくなってきたため、今回の譲受

人が自己住宅を建築するということで、２番大村で転用申請と、第４号議案１番大村で計画

変更申請書を提出するものです。場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、被害防除は盛土０．９ｍとなっています。周辺には南側と西側に農地

があります。雨水排水は雨水浸透桝を利用し、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続すると

なっています。資金については、融資予定証明書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、２番及び第４号議案１番について、大村地区農業委員・推進委員、補足説明を

お願いします。 

 



 

９ 

 

○委員 

はい。先ほど事務局の説明がありましたように、昭和 51年に転用の許可申請が出てお

り、その後変更はあっておりません。そのまま維持されていましたのでいいかなと思ってこ

の間協議をしてきました。ご審議お願いいたします。 

 

○議長 

２番大村及び第４号議案１番大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議は

ありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、２番大村は、許可相当と

し、第４号議案１番大村については承認相当とします。 

続いて３番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

３番西大村、植松３丁目の農地、地目 畑、合計面積 １１３㎡、使用貸人及び使用借人

は記載のとおりです。契約は使用貸借です。本件は、使用借人が隣接農地への進入路として

利用するために転用するものです。場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．３５～０．４ｍ、石積ブロックを設けるとなっています。雨

水排水は自然流下及び既存水路へ放流し、汚水、生活雑排水は発生しないとなっています。

周辺には、北側に農地があります。資金については、預金通帳の写しを確認しております。 

 

○議長 

それでは、３番について、西大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここはですねもう、周り宅地で一部畑が残ってますけれども、道っていう形ですので、畑

の残地がありますけれども、これは賃貸人の持ち物ですので何ら問題ないと見て参りました。

ご審議の方、よろしくお願いします。 

 

○議長 

３番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、３番西大村は、許可相当
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とします。 

続いて４番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

４番西大村、古賀島町の農地、地目 畑、合計面積 ３３０．３２㎡、賃貸人及び賃借人

は記載のとおりです。契約は賃貸借です。本件は、賃借人が医院専用駐車場を建設するもの

です。場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、切土０．７ｍ、擁壁を設けるとなっています。雨水排水は既存の水路

に放流し、汚水、生活雑排水は発生しないとなっています。周辺には東側と南側に農地があ

ります。資金については、預金通帳の写しを確認しております。 

 

○議長 

それでは、４番について、西大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここですね、隣の〇○さんが賃借人のところを一部、賃借して駐車場にするものです。も

ともと隣の〇○さんも賃借人さんの土地で隣の〇○に貸してる土地なので何ら問題ないとみ

てまいりました。ご審議のほうよろしくお願いします。 

 

○議長 

４番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、４番西大村は、許可相当

とします。 

続いて６番西大村、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

６番西大村、坂口町の農地、地目 畑、面積 ５２９㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとお

りです。契約は売買です。本件は、譲受人が賃貸住宅２棟を建築するものです。場所は、都

市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、現状のまま利用し、コンクリート擁壁を設けるとなっています。雨水

排水は既存水路に放流し、汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続するとなっています。周辺

に農地はありません。資金については、融資証明書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、６番について、西大村地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 



 

１１ 

 

 

○委員 

 先ほど地図では周りは畑になっているんですが、今は、もう周りは宅地になっていますの

で、特に、何も問題はないかと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 

６番西大村について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、６番西大村は、許可相当

とします。 

続いて７番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

７番竹松、原口町の農地、地目 畑、合計面積 ４１２㎡、使用貸人及び使用借人は記載

のとおりです。契約は使用貸借です。本件は、使用借人が自己住宅を建築するものです。場

所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．５ｍ、擁壁を設けるとなっています。雨水排水は既存水路に

放流し、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続するとなっています。周辺に農地はありませ

ん。資金については、住宅ローン仮審査終了のお知らせを確認しております。 

 

○議長 

それでは、７番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ご覧の通り三方宅地に囲まれており、何も問題はないかと思われます。ご審議のほどお願

いいたします。 

 

○議長 

７番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、７番竹松は、許可相当と

します。 

お諮りします。８番竹松と、９番竹松は隣接地で使用貸人がほぼ同じ人物ですので、一括



 

１２ 

 

して審議することにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、８番竹松と、９番竹松は、一括して審議することとします。事

務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

８番竹松、原口町の農地、地目 畑、合計面積３１８．９８㎡、使用貸人及び使用借人は

記載のとおりです。契約は使用貸借です。本件は、使用借人が自己住宅を建築するものです。

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．８ｍ、擁壁を設けるとなっています。雨水排水は既存水路に

放流し、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続するとなっています。周辺には、北側に農地

があります。資金については、住宅ローン仮審査終了のお知らせを確認しております。 

９番竹松、原口町の農地、地目 畑、合計面積 １８８㎡、使用貸人及び使用借人は記載

のとおりです。契約は使用貸借です。本件は、使用借人が自己住宅を建築するものです。場

所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．８ｍ、擁壁を設けるとなっています。雨水排水は既存水路に

放流し、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続するとなっています。周辺には、北側に農地

があります。資金については、住宅ローン仮審査終了のお知らせを確認しております。 

 

○議長 

それでは、８番及び９番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いしま

す。 

 

○委員 

 ここは国道から入っていたところの土地でして、今現在も家庭用かちょっと野菜を作って

おられてました。両サイドは住宅ということで、問題はないかと思われます。ご審議のほど

お願いします。 

 

○議長 

８番竹松、９番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、８番竹松及び９番竹松は、

許可相当とします。 



 

１３ 

 

続いて１０番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

１０番竹松、小路口町の農地、地目 畑、面積 ２６７㎡、使用貸人及び使用借人は記載

のとおりです。契約は使用貸借です。本件は、使用借人が自己住宅を建築するものです。場

所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、現状のまま利用し、既存の擁壁があるとなっています。雨水排水は既

存水路へ放流し、汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続するとなっています。周辺には、東

側に農地があります。資金については、融資予定証明書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、１０番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 今、事務局が説明されました通りでございますが、場所は、小路口町のちょっと石垣の間

を入っていった狭いところの宅地でございます。隣接する農地につきましても排水は問題な

いかと思われます。道に隣接して面積も狭くございますので、何ら問題ないかと思われます。

ご審議をお願いいたします。 

 

○議長 

１０番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、１０番竹松は、許可相当

とします。 

続いて１１番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

１１番竹松、大川田町の農地、地目 畑、合計面積 １，４３９㎡、賃貸人及び賃借人は

記載のとおりです。契約は賃貸借です。本件は、介護施設及び駐車場を建設するものです。

場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．１～０．４ｍ、切土０．１～０．２ｍ、擁壁を設けるとなっ

ています。雨水排水は既存水路に放流し、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続するとなっ

ています。周辺には、南側に農地があります。資金については、融資証明書を確認しており

ます。 

 

○議長 
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それでは、１１番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 今、事務局からの説明の通りですけども、ここは、西側が道ですね、北側も道になってい

ます。南側に 3段くらい農地がございますけども、そことの境界がはっきりしているから何

ら問題はないかと思ってみてまいりました。隣の農地については国道から十分入る大きさが

あるので大丈夫だと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 

１１番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、１１番竹松は、許可相当

とします。 

続いて、１２番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

１２番竹松、黒丸町の農地、地目 畑、合計面積 ２９１㎡、併用地を含めた合計面積３

３０．９３㎡、贈与者及び受贈者は記載のとおりです。契約は贈与です。本件は、受贈者が

自己住宅を建築するものです。場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．８ｍ、土留め工事をするとなっています。雨水排水は既存の

水路に放流し、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続するとなっています。周辺には、西側

に農地があります。資金については、住宅ローン審査結果のお知らせを確認しております。 

 

○議長 

それでは、１２番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

ここは、おばあちゃんがお孫さんに分けてあげられるんですけど、屋敷内というか、自分

の家の周りに３００㎡あるか位の一画をお孫さんが家を建てるということで、贈与をされる

ということで、畑はすぐ下にあるんですけど、上は分譲されて家がいっぱいできてきていま

す。だから別に何も問題はないと思ってみてまいりましたので、よろしくお願いします。 

 

○議長 

１２番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

＜ 異議（意見）なし ＞ 
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○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、１２番竹松は、許可相当

とします。 

続いて１３番竹松、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

１３番竹松、富の原２丁目の農地、地目 畑、合計面積 １，９８３㎡、譲渡人及び譲受

人は記載のとおりです。契約は売買です。本件は、譲受人が分譲宅地８区画を建設するため

に転用するものです。場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．７ｍ、擁壁を設けるとなっています。雨水排水は既存道路側

溝へ接続し、汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続するとなっています。周辺には農地はあ

りません。資金については、融資証明書を確認しております。また、譲受人は宅地建物取引

業者免許証を所持しております。 

 

○議長 

それでは、１３番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは説明された通り、周りが全部会社だとか、住宅で囲まれた一角になります。周りに

は言われたように、畑とかそういうものはございません。周りには何も迷惑をかけることは

ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○議長 

１３番竹松について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、１３番竹松は、許可相当

とします。 

続いて１４番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 １４番福重、今富町の農地、地目 田、面積 ９６３㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとお

りです。契約は売買です。本件は、譲受人が建売分譲宅地３区画及び道路を建設するために

転用するものです。場所は、都市計画区域内、農振内農用地外の第１種農地です。なお、本

案件は第 1種農地の不許可の例外規定「集落接続」に該当いたします。 

被害防除計画では、盛土０．１～０．３ｍ、切土０．２～１．０ｍ、擁壁を設けるとなっ
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ています。雨水排水は既存側溝へ接続し、汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続するとなっ

ています。周辺には、北側以外に農地があります。資金については、残高証明書を確認して

おります。また、譲受人は宅地建物取引業者免許証を所持しております。 

 

○議長 

それでは、１４番について、福重地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 この案件で縦道に市道が一本、まっすぐ入ってまして、その南側に宅地の予定がありまし

て、そこの周囲の周りがまだ本人さんの、宅地は残ってますので、周囲には全然問題ないと

思って見て参りました。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○議長 

１４番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、１４番福重は、許可相当

とします。 

続いて１５番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

１５番福重、福重町の農地、地目 畑、合計面積 ２，１２５㎡、譲渡人及び譲受人は記

載のとおりです。契約は売買です。本件は、譲受人が建売分譲宅地８区画を建設するもので

す。場所は、都市計画区域内、農振内農用地外の第１種農地です。なお、本案件は第 1種農

地の不許可の例外規定「集落接続」に該当いたします。 

被害防除計画では、盛土０．６ｍ、切土１．７ｍ、擁壁を設けるとなっています。雨水排

水は既存の水路に放流し、汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続するとなっています。周辺

には南側と西側に農地があります。資金については、融資証明書を確認しております。また、

譲受人は宅地建物取引業者免許証を所持しております。 

 

○議長 

それでは、１５番について、福重地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここの場所は、今現在はミカンを少しと、あとはもう、一応管理された後が残ってました。

南側にミカンを作ってる果樹園がありますけど、そこと申請地は 1メートルくらいの高さが

あって、農地がすべて南側になっていますから、日照等もとくに問題なく、北側に残ってい



 

１７ 

 

る果樹園というのも、この所有者の方の農地になっていますので、特に問題はないかと思い

ます。ご審議よろしくお願いいたします。 

  

○議長 

１５番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、１５番福重は、許可相当

とします。 

続いて７ページ、１６番福重、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

１６番福重、福重町の農地、地目 田と畑、合計面積 ６４８㎡、譲渡人及び譲受人は記

載のとおりです。契約は売買です。本件は、譲受人が建築条件付き宅地２区画を建設するも

のです。場所は、都市計画区域内、農振内農用地外の第２種農地です。 

被害防除計画では、盛土０．８ｍ、切土４．０ｍ、擁壁を設けるとなっています。雨水排

水は既存側溝に放流し、汚水、生活雑排水は公共下水道に接続するとなっています。周辺に

は、西側に農地があります。資金については、残高証明書を確認しております。また、譲受

人は宅地建物取引業者免許証を所持しております。 

 

○議長 

それでは、１６番について、福重地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは数ヶ月前に、東側が転用が済みまして、宅地がどんどん建っているところです。西

側にも田んぼ、あとは畑は近所の方の畑も残っていますけど、そこはもうほとんど今は耕作

されていない状況です。水路等も、特に問題があるようなところはないと思いましたので、

皆様のご審議よろしくお願いいたします 

  

○議長 

１６番福重について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

 ＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、１６番福重は、許可相当

とします。 



 

１８ 

 

続いて、１７番松原、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

１７番松原、松原１丁目の農地、地目 畑、合計面積２２１㎡、併用地を含めた全体面積

６３３．５９㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。契約は売買です。本件は、譲受人

が自己住宅を建築するものです。場所は、都市計画区域内、農振外の第３種農地です。また、

転用に係る面積基準５００㎡を超過していますが、法面の面積が１４８．１５㎡あることか

ら、住宅を建築するための有効面積は４７５．４６㎡となるとの理由が付されています。 

被害防除計画では、盛土０．６ｍ、切土０．６ｍ、となっています。雨水排水は溜枡を利

用し、汚水、生活雑排水は公共下水道へ接続となっています。また、建物の高さを加減する

となっています。周辺には、北側と東側に農地があります。資金については、住宅ローン事

前審査結果通知書を確認しております。 

 

○議長 

それでは、１７番について、松原地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。 

 

○委員 

 ここは、併用地となっているところが昔、家が建っておりまして、その入り口のところに

両方に農地が残っている状態でございます。家庭菜園をされていたのかなと思いますけども。

前には下水道が通っておりますし、また、溜枡で雨水を処理するということでございますの

で、下も宅地でございますし、上にも家がありますが、何ら問題はないとみてまいりました。

よろしくお願いします。 

 

○議長 

１７番松原について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありませんか。 

 

＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、１７番松原は、許可相当

とします。 

続いて、９ページ、第５号議案「農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件」を議

題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第５号議案「農業経営基盤強化促進事業による利用権設定の件」、 

1 番大村、東大村１丁目の農地、地目 山林と畑 現況は畑、合計面積９，３６１㎡、貸

付申込者及び借入申込者は記載のとおりです。 

申込者は普通野菜の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 



 

１９ 

 

 

次に２番萱瀬、原町の農地、地目 田、面積４８１㎡、貸付申込者及び借入申込者は記載

のとおりです。 

申込者は水稲の作付を計画しており、利用権は記載のとおりです。 

 

以上第５号議案の申込者は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たし

ているものと考えます。 

 

○議長 

それでは、第５号議案について、何かご意見・ご質問はありませんか。異議はありません

か。 

 

＜ 異議（意見）なし ＞ 

 

○議長 

議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、第５号議案は、承認する

こととします。 

続いて、１０ページ、第６号議案「農地中間管理事業による農用地利用集積計画作成の件」

を議題としますが、本議案は、１５ページ、第７号議案「農地中間管理事業による農用地利

用配分計画作成の件」と関連がありますので、一括して審議することにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○議長 

ご異議がありませんので、第６号議案及び第７号議案は一括して審議することとします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

第６号議案、「農地中間管理事業による農用地利用集積計画作成の件」及び第７号議案、「農

地中間管理事業による農用地利用配分計画作成の件」、農用地利用集積計画の借入申込者及び

農用地利用配分計画の貸付申込者は、公益財団法人長崎県農業振興公社でございますので、

集積計画の貸付申込者と配分計画の借入申込者が分かりやすいように、資料１を配布してお

りますので、その資料と併せて、ご説明いたします。資料１をご覧ください。資料１の縦の

欄、左から４列分が、一番上の行に書いているように集積計画で、３列目から７列目までが

配分計画です。 

 

資料１の１行目、第６号議案２７番三浦、第７号議案１番三浦、今村町の農地、地目 

田、面積５０２㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のとおりで

す。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 



 

２０ 

 

 

資料１の２行目、第６号議案６番三浦、第７号議案２番三浦の一部、今村町の農地、地目 

田、合計面積２，８５９㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のと

おりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の３行目、第６号議案８番三浦、第７号議案２番三浦の一部、今村町の農地、地目 

田、合計面積３６０㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のとおり

です。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の４行目、第６号議案３番三浦、第７号議案３番三浦、今村町の農地、地目 田、

合計面積３，０８３㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のとおり

です。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の５行目、第６号議案２番三浦、第７号議案４番三浦の一部、今村町の農地、地目 

田、合計面積１，３７６㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のと

おりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の６行目、第６号議案３０番三浦、第７号議案４番三浦の一部、今村町の農地、地

目 田、合計面積１，２２９㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載

のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の７行目、第６号議案１番三浦の一部、第７号議案５番三浦、今村町の農地、地目 

田、合計面積６７０㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のとおり

です。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

２ページ目にいきまして、資料１の８行目、第６号議案２９番三浦、第７号議案６番三

浦、今村町の農地、地目 田、合計面積１，６４７㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画

の借入申込者は、記載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権

は記載のとおりです。 

 

資料１の９行目、第６号議案１３番三浦、第７号議案７番三浦の一部、今村町の農地、地

目 田と畑、合計面積５，７７８㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、

記載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりで

す。 

 

資料１の１０行目、第６号議案３２番三浦、第７号議案７番三浦の一部、今村町の農地、

地目 田、面積１，２７６㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載の

とおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 



 

２１ 

 

資料１の１１行目、第６号議案１５番三浦、第７号議案７番三浦の一部、今村町の農地、

地目 田、合計面積１８５㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載の

とおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の１２行目、第６号議案４番三浦、第７号議案７番三浦の一部、今村町の農地、地

目 田、面積５０５㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のとおり

です。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の１３行目、第６号議案１６番三浦、第７号議案７番三浦の一部、今村町の農地、

地目 田と畑、合計面積１，８４０㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者

は、記載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとお

りです。 

 

資料１の１４行目、第６号議案５番三浦、第７号議案７番三浦の一部、今村町の農地、地

目 田、合計面積１，９４６㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載

のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

３ページ目にいきまして、資料１の１５行目、第６号議案１２番三浦、第７号議案８番三

浦の一部、今村町の農地、地目 田、面積３７６㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の

借入申込者は、記載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は

記載のとおりです。 

 

資料１の１６行目、第６号議案９番三浦、第７号議案８番三浦の一部、今村町の農地、地

目 田、面積１，１８６㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のと

おりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の１７行目、第６号議案２５番三浦、第７号議案９番三浦、今村町の農地、地目 

田と畑、合計面積５，２９４㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載

のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の１８行目、第６号議案７番三浦、第７号議案１０番三浦の一部、今村町の農地、

地目 田、面積１，１２５㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載の

とおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の１９行目、第６号議案１７番三浦、第７号議案１０番三浦の一部、今村町の農

地、地目 田、面積３９６㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載の

とおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の２０行目、第６号議案２８番三浦、第７号議案１０番三浦の一部、今村町の農



 

２２ 

 

地、地目 田、面積１，０１４㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記

載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりで

す。 

 

資料１の２１行目、第６号議案３１番三浦、第７号議案１１番三浦、今村町の農地、地目 

田、合計面積８８５㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のとおり

です。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の２２行目、第６号議案２１番三浦、第７号議案１２番三浦、今村町の農地、地目 

田、合計面積３，１６９㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のと

おりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の２３行目、第６号議案１９番三浦、第７号議案１３番三浦、今村町の農地、地目 

田、面積５５９㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のとおりで

す。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

４ページ目にいきまして、資料１の２４行目、第６号議案２０番三浦の一部、第７号議案

１４番三浦、今村町の農地、地目 田、合計面積１，０９３㎡、集積計画の貸付申込者と、

配分計画の借入申込者は、記載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定す

る利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の２５行目、第６号議案１８番三浦、第７号議案１５番三浦、今村町の農地、地目 

田、合計面積２，６９８㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のと

おりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の２６行目、第６号議案１４番三浦、第７号議案１６番三浦、今村町の農地、地目 

田と畑、合計面積２，０８２㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載

のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の２７行目、第６号議案１番三浦の一部、第７号議案１７番三浦の一部、今村町の

農地、地目 田、合計面積１，３７２㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者

は、記載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとお

りです。 

 

資料１の２８行目、第６号議案１０番三浦、第７号議案１７番三浦の一部、今村町の農

地、地目 田、合計面積１，９０６㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者

は、記載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとお

りです。 

 



 

２３ 

 

資料１の２９行目、第６号議案２６番三浦、第７号議案１７番三浦の一部、今村町の農

地、地目 田、面積７５７㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載の

とおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の３０行目、第６号議案２０番三浦の一部、第７号議案１７番三浦の一部、今村町

の農地、地目 田、面積６４１㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記

載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりで

す。 

 

資料１の３１行目、第６号議案２３番三浦、第７号議案１７番三浦の一部、今村町の農

地、地目 田、合計面積３，３１８㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者

は、記載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとお

りです。 

 

５ページ目にいきまして、資料１の３２行目、第６号議案２２番三浦、第７号議案１８番

三浦、今村町の農地、地目 畑、合計面積１，８８５㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計

画の借入申込者は、記載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用

権は記載のとおりです。 

 

資料１の３３行目、第６号議案１１番三浦、第７号議案１９番三浦、今村町の農地、地目 

田、面積１，３２８㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のとおり

です。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の３４行目、第６号議案２４番三浦、第７号議案２０番三浦、今村町の農地、地目 

田、合計面積１，９９６㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記載のと

おりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりです。 

 

資料１の３５行目、第６号議案３５番鈴田、第７号議案２１番鈴田の一部、小川内町の農

地、地目 畑、合計面積７，３２６㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者

は、記載のとおりです。申込者はみかんの作付を計画しており、設定する利用権は記載のと

おりです。 

 

資料１の３６行目、第６号議案３３番鈴田、第７号議案２１番鈴田の一部、岩松町の農

地、地目 畑、面積５，３２９㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記

載のとおりです。申込者は普通野菜の作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおり

です。 

 

資料１の３７行目、第６号議案３４番鈴田、第７号議案２１番鈴田の一部、岩松町の農

地、地目 畑と山林 現況は畑、合計面積１，３９４㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計
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画の借入申込者は、記載のとおりです。申込者はみかんの作付を計画しており、設定する利

用権は記載のとおりです。 

 

資料１の３８行目、第６号議案３６番鈴田、第７号議案２１番鈴田の一部、岩松町の農

地、地目 畑、面積１，６０６㎡、集積計画の貸付申込者と、配分計画の借入申込者は、記

載のとおりです。申込者はみかんの作付を計画しており、設定する利用権は記載のとおりで

す。 

 

６ページ目にいきまして、資料１の３９行目、第６号議案３７番福重、第７号議案２２番

福重、立福寺町の農地、地目 田、合計面積４，３３６㎡、集積計画の貸付申込者と、配分

計画の借入申込者は、記載のとおりです。申込者は水稲の作付を計画しており、設定する利

用権は記載のとおりです。 

 

以上、当該議案は、農業経営基盤強化促進法第 18条第３項各号の要件を満たしているも

のと考えます。 

 

○議長 

それでは、第６号議案及び第７号議案について、何かご意見・ご質問はありませんか。異

議はありませんか。 

 

〇委員 

 集積で、○○さんという人が借りていま、バリバリされているんですけど、あまりの広さ

で果たして 10 年間していけるのかなって。畑が近くにあるものですから、一緒に地域でミ

カンの手伝いとか一緒にしますけども、畑もミカン畑を開拓していろいろなものを植えられ

てるんですよね。今も玉ねぎをに三日前から植えられてるんですけど、こんな面積があるっ

て知らなかったものですからびっくりしている感じです、とにかく畑がすぐ隣で、会うとき

は朝も夕方も会うって感じで、一人でされてるんですよね。そういう関係の仕事をしてきて

らっしゃるって話は聞いて、ミカンのことも詳しく教えてもらったりとかはするんですけど、

こんなって思うことがあるもんですから、例えば１人っていうのはどのくらいまで借りるっ

ていう、とにかく１人でで仕事をされてるもんですから、ちょっと不安になるっていうのも

あるものですから。自分が思ってることを意見として言っておかないと収まらないかなと思

って言いました。 

 

〇事務局 

 事務局のほうとしては、中間管理事業は農水が担当になりますので、担当の方に来ていた

だいて、その辺の何か基準があるのかどうかっていうことは聞けるのかなって思います。 

 

〇事務局 

 今、担当をしている農林の担当者がすでに帰宅をされているので、農林としては今日は回
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答ができないということです。 

 

〇委員 

貸付申込人と借受申込人が同一人物がいるんですけど、この仕組みはどういう仕組みなん

ですか。 

 

〇事務局 

 仕組みというか、そういう風にできる。AtoA といって、同じ人から同じ人に貸し借りで

きる。 

 

〇委員 

 今の件に関しまして、今言われた通り、これはですね、あくまでも、これ人・農地プラン

を説明しないと分からないよ。だからこれをやってるんだって。普段例えば私が個人的に中

間管理機構に AtoAでしてといっても中間管理機構は受け付けませんから。これはっきり言

ったから。人・農地プランとかそういうときだけしかこれは通用しませんから。それを説明

しないとわからない。 

それともう一つ。さっきの〇○さんの件なんですけど、その人が最初に土地を中間管理機構

で借りるってときは、下限面積とか関係なしに中間管理機構からいきなり 4反とか 5反借り

れるわけですか。 

 

〇事務局 

下限面積は３条で農地を取得するときに適用される。 

 

〇委員 

 借りるのは農業者じゃなくてもいいんですか。 

 

〇事務局 

農業者であることは必要だと思いますけども、下限面積は関係ないです。 

 

〇委員 

当初は。農地持てないはずなんですよ。持ってなかったんですよ。なんで、最初から借り

れたのかなと不思議に思ったんですよ。 

 

〇事務局 

 そこら辺の事情はですね、先ほども言いましたけど、担当者がおりませんので今の時点で

はわからないということで。ただ、下限面積は 3条で農地を取得するときしか適用されませ

んのでそこはご理解ください。 

 

〇委員 
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それもあるんですけど、農業者の指定を受けるときに、確か、4 反とかありましたよね。

農業者として。農業者に指定されていないのにいきなり借りれるのかなって。 

 

〇事務局 

農地の取得の時だけ、4反とか 5反とか下限面積がありますので、農業者として認めると

きは農地の面積が必要だと。ただ、貸し借りの時は、必要ないです。面積の基準ってのはな

いです。ですから例えば 4反であっても、3反であっても農業者として認められる。 

 

〇委員 

農業者として認められてるのかどうかわからんですけど。 

 

〇事務局 

 中間管理機構のほうで農業者として認めたということになるかと思います。 

 

〇委員 

 農地も何も持っていないのになんで認めたのかなって私思ったんですよ。 

 

〇事務局 

 中間管理機構事業のほうにどういう風な認め方をしたのかってのは聞かないといけないと

思いますけど。 

 

〇委員 

分かりました。 

 

〇事務局 

 委員がお尋ねになられている部分の経緯ですね。どのようなことで認めたのかっていうの

は、次回の総会の時にでも担当のほうから説明がいただければと思いますけども、この中間

管理事業のほうは、意見を求められてるという部分もありますので、農業委員会のほうがこ

れはできませんということはできないところです。ということはご理解いただきたい。 

 

〇議長 

 ほかにありませんでしょうか。 

本議案に反対の方は挙手をお願いします。賛成多数ということで、第６号議案については、

承認することとし、第７号議案については、支障のない旨を回答することとします。 

 

○議長 

それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。 

 


